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が
、
被
上
告
人
に
対
し
、
家
賃
の
変
更

の
う
ち
適
正
賃
料
を
超
え
る
部
分
は
効

力
を
生
じ
な
い
等
主
張
し
て
、
家
賃
額

の
確
認
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
基

づ
く
過
払
家
賃
の
返
還
等
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
。

原
審
は
、
地
方
公
社
は
、
公
社
法
第

24
条
の
委
任
を
受
け
た
地
方
住
宅
供
給

公
社
法
施
行
規
則
（
以
下
「
公
社
規
則
」

と
い
う
。）
第
16
条
第
２
項
に
基
づ
き
、

そ
の
賃
貸
す
る
住
宅
（
以
下
「
公
社
住

宅
」
と
い
う
。）
の
家
賃
を
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
、
同
項
は
、
借
地
借
家
法
第

32
条
第
１
項
に
対
す
る
特
別
の
定
め
に

当
た
る
か
ら
、
公
社
住
宅
の
使
用
関
係

に
つ
い
て
、
同
項
の
適
用
は
な
い
旨
判

断
し
た
上
、
上
記
家
賃
改
定
に
よ
る
家

賃
の
変
更
は
有
効
と
し
て
、
上
告
人
ら

の
主
位
的
請
求
を
棄
却
す
べ
き
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、
大
要
以

下
の
と
お
り
判
示
し
、
原
審
の
判
断
に

は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明

ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
り
、
原
判
決

は
破
棄
を
免
れ
な
い
と
し
て
、
更
に
審

理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
本
件
を
原
審

に
差
し
戻
し
た
。

公
社
住
宅
の
使
用
関
係
は
、
私
法
上
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６
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６
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４
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７
４
４
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Ｘ
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５
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６
０
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年

５
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３
年
（
ネ
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第

５
６
３
７
号
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一
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横
浜
地
方
裁
判
所　

令
和
３

年
11
月
17
日
判
決　

令
和
２
年
（
ワ
）

第
２
７
２
３
号

破
棄
差
戻
し

行
政
敗
訴

（
要
旨
）

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
以
下
「
公

社
法
」
と
い
う
。）
に
い
う
地
方
住
宅

供
給
公
社
（
以
下
「
地
方
公
社
」
と
い

う
。）
で
あ
る
被
上
告
人
は
、
上
告
人

ら
に
対
し
住
宅（
一
棟
の
建
物
の
一
室
）

を
そ
れ
ぞ
れ
賃
貸
し
、
お
お
む
ね
３
年

ご
と
に
、
各
室
の
家
賃
を
増
額
改
定
す

る
旨
を
通
知
し
た
。

本
件
の
主
位
的
請
求
は
、
上
告
人
ら

の
賃
貸
借
関
係
で
あ
り
、
法
令
に
特
別

の
定
め
が
な
い
限
り
、
借
地
借
家
法
の

適
用
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
公
社
住
宅
の
使
用
関
係
に
つ
い

て
借
地
借
家
法
第
32
条
第
１
項
に
対
す

る
特
別
の
定
め
が
あ
る
か
を
み
る
に
、

公
社
法
第
22
条
及
び
第
24
条
の
文
言
に

加
え
、
地
方
公
社
の
目
的
（
同
第
１
条

及
び
第
２
条
）
に
照
ら
せ
ば
、
第
24
条

の
趣
旨
は
、
地
方
公
社
の
公
共
的
な
性

格
に
鑑
み
、
地
方
公
社
が
住
宅
の
賃
貸

等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
上
で
の
規
律

と
し
て
、
他
の
法
令
に
特
に
定
め
ら
れ

た
基
準
に
加
え
、
補
完
的
、
加
重
的
な

基
準
に
従
う
べ
き
も
の
と
し
、
こ
れ
が

業
務
の
内
容
に
応
じ
た
専
門
的
、
技
術

的
事
項
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内

容
を
国
土
交
通
省
令
に
委
ね
る
こ
と
に

あ
る
と
解
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、当
該
省
令
に
お
い
て
、

公
社
住
宅
の
使
用
関
係
に
つ
い
て
、
私

法
上
の
権
利
義
務
関
係
の
変
動
を
規
律

す
る
借
地
借
家
法
第
32
条
第
１
項
の
適

用
を
排
除
し
、
地
方
公
社
に
対
し
、
同

項
所
定
の
賃
料
増
減
請
求
権
と
は
別
の

家
賃
の
変
更
に
係
る
形
成
権
を
付
与
す

る
旨
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
、
公
社
法
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旨
を
通
知
し
た
（
以
下
、
こ
れ
ら
の
改

定
を
総
称
し
て
「
本
件
各
家
賃
改
定
」

と
い
う
。）。
そ
の
結
果
、
月
額
３
万	

９
５
３
０
円
な
い
し
５
万
６
３
５
０
円

で
あ
っ
た
家
賃
は
、
最
終
的
に
月
額
６
万	

１
９
５
０
円
な
い
し
８
万
６
９
１
０
円

に
な
る
も
の
と
さ
れ
た
。

２　

本
件
の
主
位
的
請
求
は
、
上
告

人
ら
が
、
被
上
告
人
に
対
し
、
本
件
各

家
賃
改
定
に
よ
る
家
賃
の
変
更
の
う
ち

適
正
賃
料
を
超
え
る
部
分
は
効
力
を
生

じ
な
い
な
ど
と
主
張
し
て
、
家
賃
の
額

の
確
認
を
求
め
る
と
と
も
に
、
変
更
後

の
家
賃
を
支
払
っ
て
き
た
こ
と
を
理
由

に
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
基
づ
い
て

過
払
家
賃
の
返
還
等
を
求
め
る
も
の
で

あ
る
。

３　

原
審
は
、
地
方
公
社
は
、
公
社

法
24
条
の
委
任
を
受
け
た
地
方
住
宅
供

給
公
社
法
施
行
規
則
（
以
下
「
公
社
規

則
」
と
い
う
。）
16
条
２
項
に
基
づ
き
、

そ
の
賃
貸
す
る
住
宅
（
以
下
「
公
社
住

宅
」
と
い
う
。）
の
家
賃
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
、
同
項
は
、
借
地
借
家
法

32
条
１
項
に
対
す
る
特
別
の
定
め
に
当

た
る
か
ら
、
公
社
住
宅
の
使
用
関
係
に

つ
い
て
、
同
項
の
適
用
は
な
い
旨
判
断

し
た
上
、
本
件
各
家
賃
改
定
に
よ
る
家

賃
の
変
更
は
、
公
社
規
則
16
条
２
項
に

基
づ
く
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

上
告
人
ら
の
主
位
的
請
求
を
棄
却
す
べ

き
も
の
と
し
た
。

４　

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記

判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

地
方
公
社
は
、
住
宅
の
不
足
の
著
し

い
地
域
に
お
い
て
、
住
宅
を
必
要
と
す

る
勤
労
者
に
居
住
環
境
の
良
好
な
集
団

住
宅
を
供
給
し
、
も
っ
て
住
民
の
生
活

の
安
定
と
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
す
る
法
人
で
あ

り
（
公
社
法
１
条
、
２
条
）、
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
、
住
宅
の
賃
貸
を

含
む
所
定
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
公
社
法
21
条

１
項
、
３
項
）。
地
方
公
社
の
上
記
業

務
と
し
て
賃
借
人
と
の
間
に
設
定
さ
れ

る
公
社
住
宅
の
使
用
関
係
は
、
私
法
上

の
賃
貸
借
関
係
で
あ
り
、
法
令
に
特
別

の
定
め
が
な
い
限
り
、
借
地
借
家
法
の

適
用
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
公
社
住
宅
の
使
用
関
係
に

つ
い
て
借
地
借
家
法
32
条
１
項
に
対
す

る
特
別
の
定
め
が
あ
る
か
を
み
る
に
、

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

原
判
決
を
破
棄
す
る
。

本
件
を
東
京
高
等
裁
判
所
に
差
し
戻

す
。

〔
理　
　
　

由
〕

上
告
代
理
人
石
畑
晶
彦
、
同
小
笠
原

憲
介
の
上
告
受
理
申
立
て
理
由
に
つ
い

て
１　

原
審
の
確
定
し
た
事
実
関
係
の

概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
被
上
告
人
は
、
地
方
住
宅
供

給
公
社
法（
以
下「
公
社
法
」と
い
う
。）

に
い
う
地
方
住
宅
供
給
公
社（
以
下「
地

方
公
社
」
と
い
う
。）
で
あ
り
、
神
奈

川
県
内
に
お
い
て
、
多
数
の
住
宅
を
賃

貸
し
て
い
る
。
上
告
人
ら
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
被
上
告
人
か
ら
第
１
審
判
決
別
紙

物
件
目
録
記
載
の
一
棟
の
建
物
の
一
室

を
賃
借
す
る
者
で
あ
る
。

（
２
）
被
上
告
人
は
、
平
成
16
年
４

月
か
ら
平
成
30
年
４
月
ま
で
の
間
、
お

お
む
ね
３
年
ご
と
に
、
上
告
人
ら
に
対

し
、
前
記
の
各
室
の
家
賃
を
改
定
す
る

第
24
条
の
委
任
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と

は
解
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
公
社
規
則
第

16
条
第
２
項
の
上
記
文
言
か
ら
し
て

も
、
同
項
は
、
地
方
公
社
が
公
社
住
宅

の
家
賃
を
変
更
し
得
る
場
合
に
お
い

て
、
他
の
法
令
に
よ
る
基
準
の
ほ
か
に

従
う
べ
き
補
完
的
、
加
重
的
な
基
準
を

示
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
公
社
住
宅
の

家
賃
に
つ
い
て
借
地
借
家
法
第
32
条
第

１
項
の
適
用
を
排
除
し
、
地
方
公
社
に

対
し
て
上
記
形
成
権
を
付
与
し
た
規
定

で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

ほ
か
に
、
公
社
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て

借
地
借
家
法
第
32
条
第
１
項
の
適
用
が

排
除
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
法
令
上
の
根

拠
は
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
公
社
住
宅
の
使
用

関
係
に
つ
い
て
は
、
借
地
借
家
法
第
32

条
第
１
項
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
。

【
関
連
法
規
】	

地
方
住
宅
供
給
公
社
法

第
１
条
、
第
２
条
、
第
22

条
、
第
24
条
、
地
方
住

宅
供
給
公
社
法
施
行
規

則
第
16
条
第
２
項
、
借
地

借
家
法
第
32
条
第
１
項
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公
社
法
は
、
地
方
公
社
に
お
い
て
住
宅

の
賃
貸
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
に

は
、
住
宅
を
必
要
と
す
る
勤
労
者
の
適

正
な
利
用
が
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
家
賃

が
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
規
定
し

た
上
（
22
条
）、
上
記
業
務
を
行
う
と

き
の
基
準
に
つ
い
て
、「
他
の
法
令
に

よ
り
特
に
定
め
ら
れ
た
基
準
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
そ
の
基
準
に
従
う
ほ
か
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ

て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と

規
定
す
る
（
24
条
）。
そ
し
て
、
公
社

規
則
16
条
２
項
は
、
公
社
法
24
条
の
委

任
を
受
け
て
、「
地
方
公
社
は
、
賃
貸

住
宅
の
家
賃
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
、
変
更
前
の
家
賃
、
経
済
事
情
の

変
動
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

変
更
後
の
家
賃
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅

の
家
賃
を
上
回
ら
な
い
よ
う
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。

公
社
法
の
上
記
各
規
定
の
文
言
に
加

え
、
地
方
公
社
の
上
記
目
的
に
照
ら
せ

ば
、
公
社
法
24
条
の
趣
旨
は
、
地
方
公

社
の
公
共
的
な
性
格
に
鑑
み
、
地
方
公

き
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
公
社
住
宅

の
家
賃
に
つ
い
て
借
地
借
家
法
32
条
１

項
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
と
解
す
べ
き

法
令
上
の
根
拠
は
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
公
社
住
宅
の
使
用

関
係
に
つ
い
て
は
、
借
地
借
家
法
32
条

１
項
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
。

５　

以
上
と
異
な
る
原
審
の
判
断
に

は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明

ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
。
論
旨
は

上
記
の
趣
旨
を
い
う
も
の
と
し
て
理
由

が
あ
り
、
そ
の
余
の
論
旨
に
つ
い
て
判

断
す
る
ま
で
も
な
く
、
原
判
決
は
破
棄

を
免
れ
な
い
。
そ
し
て
、
更
に
審
理
を

尽
く
さ
せ
る
た
め
、
本
件
を
原
審
に
差

し
戻
す
こ
と
と
す
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見

で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

深
山
卓
也　

裁

判
官　

安
浪
亮
介　

裁
判
官　

岡
正
晶

　

裁
判
官　

堺
徹　

裁
判
官　

宮
川
美

津
子
）

社
が
住
宅
の
賃
貸
等
に
関
す
る
業
務
を

行
う
上
で
の
規
律
と
し
て
、
他
の
法
令

に
特
に
定
め
ら
れ
た
基
準
に
加
え
、
補

完
的
、
加
重
的
な
基
準
に
従
う
べ
き
も

の
と
し
、
こ
れ
が
業
務
の
内
容
に
応
じ

た
専
門
的
、
技
術
的
事
項
に
わ
た
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
内
容
を
国
土
交
通
省
令

に
委
ね
る
こ
と
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
当
該
省
令
に
お
い
て
、

公
社
住
宅
の
使
用
関
係
に
つ
い
て
、
私

法
上
の
権
利
義
務
関
係
の
変
動
を
規
律

す
る
借
地
借
家
法
32
条
１
項
の
適
用
を

排
除
し
、
地
方
公
社
に
対
し
、
同
項
所

定
の
賃
料
増
減
請
求
権
と
は
別
の
家
賃

の
変
更
に
係
る
形
成
権
を
付
与
す
る
旨

の
定
め
を
す
る
こ
と
が
、
公
社
法
24
条

の
委
任
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
は
解
さ

れ
な
い
。
ま
た
、
公
社
規
則
16
条
２
項

の
上
記
文
言
か
ら
し
て
も
、
同
項
は
、

地
方
公
社
が
公
社
住
宅
の
家
賃
を
変
更

し
得
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
法
令
に

よ
る
基
準
の
ほ
か
に
従
う
べ
き
補
完

的
、
加
重
的
な
基
準
を
示
し
た
も
の
に

す
ぎ
ず
、
公
社
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て

借
地
借
家
法
32
条
１
項
の
適
用
を
排
除

し
、
地
方
公
社
に
対
し
て
上
記
形
成
権

を
付
与
し
た
規
定
で
は
な
い
と
い
う
べ


